
【
問
い
合
わ
せ
】学
務
課（
内
線
3
7
3
）

市
内
小
中
学
校
で
留
守
番
電
話

（
音
声
案
内
）を
試
験
導
入
し
ま
す

11
月
は
男
女
共
同
参
画
推
進
月
間
で
す

【
問
い
合
わ
せ
】秘
書
課（
内
線
2
2
5
）

　

男
女
共
同
参
画
社
会
と
は
、
女

性
も
男
性
も
性
別
に
か
か
わ
り
な

く
自
ら
の
個
性
を
発
揮
し
な
が
ら
、

生
き
生
き
と
充
実
し
た
生
活
を
送

る
こ
と
が
で
き
る
社
会
で
す
。

　

仕
事
、
家
庭
、
地
域
社
会
な
ど

あ
ら
ゆ
る
場
面
に
お
い
て
、
男
女

が
と
も
に
夢
や
希
望
を
実
現
で
き

る
「
ひ
と
り
ひ
と
り
が
幸
せ
な
社

会
」
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

　
10
月
22
日（
月
）、
子
育
て
と
仕

事
を
両
立
す
る
た
め
の
環
境
づ
く

り
に
取
り
組
む「
N
P
O
法
人
子

連
れ
ス
タ
イ
ル
推
進
協
会
」
と
連

携
協
定
を
結
び
ま
し
た
。

　
女
性
に
着
目
し
た
起
業
・
復
職

セ
ミ
ナ
ー
を
中
心
に
構
成
す
る「
マ

マ
カ
レ
ッ
ジ
事
業
」
や
企
業
向
け

の
雇
用
継
続
の
促
進
に
つ
な
が
る

セ
ミ
ナ
ー
お
よ
び
子
連
れ
出
勤
の

試
行
を
中
心
と
す
る「
多
様
な
働

き
方
の
促
進
事
業
」
を
公
私
連
携

で
実
施
し
て
い
き
ま
す
。

　

教
職
員
の
長
時
間
勤
務
を
是
正
す
る
働
き
方
改
革
と
、
授
業
の
準
備
な
ど
児

童
生
徒
の
た
め
の
時
間
を
確
保
す
る
た
め
、
12
月
よ
り
留
守
番
電
話
（
音
声
案

内
の
み
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
録
音
は
で
き
ま
せ
ん
）
を
試
験
導
入
し
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
音
声
案
内
の
時
間
帯
に
つ
い
て
は
、
お
電
話
で
の
取
次
が
で

き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
願
い
ま
す
。

◯
留
守
番
電
話
の
試
験
導
入
日

　
12
月
1
日（
土
）

　
※
本
運
用
は
、
平
成
31
年
4
月
1
日
か
ら
予
定

◯ 

留
守
番
電
話
の
設
定
時
間（
学
校
に
電
話
が
つ
な
が
ら
な
い
時
間
）

（1）
平
日

小
学
校

（
南
小
校
舎

含
む
）

夏
期

（
4
月
～
9
月
）
午
後
7
時
～
翌
朝
午
前
7
時
30
分

冬
期

（
10
月
～
3
月
）
午
後
6
時
～
翌
朝
午
前
7
時
30
分

中
学
校

（
南
中
校
舎

含
む
）

夏
期

（
4
月
～
9
月
）
午
後
8
時
～
翌
朝
午
前
7
時
30
分

冬
期

（
10
月
～
3
月
）
午
後
7
時
～
翌
朝
午
前
7
時
30
分

　
　
※�

部
活
動（
朝
練
習
）
等
が
あ
る
場
合
に
は
翌
朝
午
前
7
時
ま
で
。
た
だ
し
、
授

業
参
観
や
学
校
行
事
等
の
際
は
、
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（2）
休
日

（
土
、
日
、
祝
日
お
よ
び
年
末
年

始
期
間
12
月
29
日
～
1
月
3
日
）
終
日
設
定

学
校
閉
庁
日

（
8
月
13
日
～
15
日
、
11
月
13
日

（
県
民
の
日
）、
創
立
記
念
日
）

　
　
※�

た
だ
し
、
授
業
参
観
や
学
校
行
事
等
の
際
は
、
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（3）
長
期
休
業
期
中

（
春
季
・
夏
季
・
冬
季
）

正
規
の
勤
務
時
間（
午
前
8
時
10
分

～
午
後
4
時
40
分
）を
除
く
時
間
帯

　
　
※�

学
校
に
よ
っ
て
多
少
前
後
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◀ 育児は、
　楽しみながら、
　のびのびと。

笠間市は、
女性が社会で
活躍するための
多様な働き方を
推進します！

協定書を手に。
光畑代表（左）と山口市長
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